
生産・流通・消費の各段階を通じた食育の推進
平成１７年７月に施行された「食育基本法」に基づき、生産・流通

・消費の各段階における「食事バランスガイド」の普及・活用の促進
や 「日本型食生活」の普及・啓発などを通じて、食について自ら考、
え、判断ができる能力を養成する食育を推進。

７，６９３（３，８８６）百万円

１ 事業内容
（１）全国段階における食育の推進

にっぽん食育推進事業 ３，９４５（ ５８８）百万円

「食事バランスガイド」を活用した、外食産業や小売業等におけるモデル
的取組の促進や民間における実践活動への支援、モデル地域における多様な
取組の支援や都市部の児童・生徒を対象とした体験学習等を通じた、米を中
心とした「日本型食生活」の普及・啓発、ポスターやマスメディア等の多様
な媒体を活用した「食事バランスガイド」の普及・啓発、毎年１月の「食を
考える月間」を中心とした「食事バランスガイド」や「日本型食生活」等を
テーマとしたシンポジウムの開催などにより、食育を推進。

（２）地域における「食事バランスガイド」等の普及・活用の促進
食の安全・安心確保交付金 ２，７０２（２，７４２）百万円の内数

地域におけるイベントの開催などによる「食事バランスガイド」の普及・
活用の取組を支援。

（１）民間団体 （２）都道府県等２ 事業実施主体

（１）定額 （２）定額３ 補助率

４ 関連施策の推進
（１）農林漁業に関する体験活動の推進

元気な地域づくり交付金 ４１，５２６（４６，６０７）百万円の内数
その他 ３３３（ ２１０）百万円

食や農林水産業への理解を深め、食に関して正しい選択ができる能力を
養成するため、食や農林水産業に関する様々な体験活動を推進。

（２）食に関する様々な情報提供等の推進
強い農業づくり交付金 ４０，５０６（４７，００９）百万円の内数
その他 ８９９（ ９２１）百万円

国民の適切な食生活の選択に資するよう、食品表示など食に関する様々な
情報提供等を推進。



（３）食品廃棄物の発生の抑制や再生利用等の推進
バイオマスの環づくり交付金 １３，７２９（１４，３８１）百万円の内数
強い水産業づくり交付金 １１，８２３（１５，２２８）百万円の内数
その他 ２，５１５（ ２，１６７）百万円

食料資源の有効利用の促進及び環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資
するため、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生抑制や再生利用等の推進。

［担当窓口課：消費・安全局消費者情報官（０３－５５１２－２２９２（直 ］））

~生産・流通・消費の各段階を通じた食育の推進~
－ 「食育基本法」に基づき、食について自ら考え、判断できる能力を養成する食育を推進－

【目標：望ましい食生活の実現】

４ 食育を国民運動として推進するための
シンポジウムやイベント等の開催

・モデル地域における多様な取組への支援・
実証

・都市部の児童・生徒等を対象とした稲作体
験学習等

・学校給食における日本型食生活の実践を
推進するためのフォーラム等の実施

・ファミリーレストラン、スーパーマーケット、コ
ンビニエンスストア等におけるモデル事業の
実施

・民間の実践活動等に対する支援

・「食を考える月間」（1月）を中心に、「食事バ
ランスガイド」、「日本型食生活」等をテーマ
にしたシンポジウムの開催

・体験型の総合展示会や全国的なマスメディ
アと連携したステージイベントの開催

１ 食事バランスガイドを活用した

モデル的取組の推進

３ 多様な媒体等を活用した普及・啓発

・ ポスターやリーフレットの作成・配布、マス
メディアの活用等による「食事バランスガイ
ド」や「日本型食生活」等の普及・啓発を地
域を限定して集中的に実施

２ 米を中心とした日本型食生活の普及・啓発

全国段階における食育の推進（にっぽん食育推進事業）

１ 「食を考える月間」（１月）を中心とした

イベントの開催

２ 「食事バランスガイド」等の普及・活用の

取組の推進

・「食を考える月間」を中心に、「食事バラ
ンスガイド」等をテーマにした食育総合展
示会やシンポジウム等を集中的に開催

・食育の取組全体をコーディネイトする食育
推進リーダーによる「食事バランスガイド」
等に係る指導（講習会の開催、各種取組に
おける現地指導等）

・地域版食事バランスガイド（郷土料理の活
用等）の策定・普及の取組

～国の施策と地域における「食事バランスガイド」等の普及・活用の取組を一体的に推進～

地域における「食事バランスガイド」等の普及・活用の促進
（食の安全・安心確保交付金）




